
  

 

一般社団法人日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医資格更新に必要な取得基準 

 

第 1 条 学会出席 

 学会参加点数 

一社)日本ペインクリニック学会集会、日本医学会総会                     10 点 

ペインクリニック関連国際学会              10 点 

Asian Pain Symposium、World Society of Pain Clinicians、International Association for the Study of 

Pain 

Asian and Oceanic Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine 

World Congress of Anaesthesiologists、European Society of Anaesthesiology 

European Society of Regional Anaesthesia、World Institute of Pain、 など  

一社)日本ペインクリニック学会が行う講習会（リフレッシャーコースを含む）など            5 点 

一社)日本ペインクリニック学会支部学術集会                             5 点 

一社)日本ペインクリニック学会関連学会                               5 点 

日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会、日本緩和医療学会、日本区域麻酔学会、日本痛み関連学会連合加盟学会 

（日本疼痛学会、日本慢性疼痛学会、日本腰痛学会、日本運動器疼痛学会、日本口腔顔面痛学会、日本ペイン 

リハビリテーション学会、日本頭痛学会） 

など 

  日本麻酔科学会支部学術集会                    3 点 

その他関連学会   

その他の関連学会とは、ペインクリニック専門医認定委員会が適当と認めた学会、研究会などをいう。基準点

は委員会においてその都度審議の上、決定する。詳細は事務局まで文書で確認のこと。 

 

第２条 学会発表 

ペインクリニックに関する内容の発表、座長、司会およびコメンテータの点数基準は次の通りとする。 

学会発表点数 

一社)日本ペインクリニック学会集会 

  主演者 

  （特別・教育講演の演者、シンポジスト、パネリストなどを含む）                  10 点 

  共同演者                                 演者数で 10 点を除した点数 

          （ただし、端数が生じた場合には四捨五入する） 

  座長、司会およびコメンテータ               5 点 

ペインクリニック関連国際学会 

  主演者 

  （特別・教育講演の演者、シンポジスト、パネリストなどを含む）                  10 点 

  共同演者                                 演者数で 10 点を除した点数 

            （ただし、端数が生じた場合には四捨五入する） 

一社)日本ペインクリニック学会支部学術集会 

   主演者                                            5 点 

   共同演者                                 演者数で 5点を除した点数 

                               （ただし、端数が生じた場合には四捨五入する） 

 座長または司会                                         3 点 

 

一社)日本ペインクリニック学会関連学会 

  主演者 

  （特別・教育講演の演者、シンポジスト、パネリストなどを含む）                 5 点 

  共同演者                                 演者数で 5点を除した点数 
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                              （ただし、端数が生じた場合には四捨五入する） 

第３条 学会論文 

ペインクリニックに関する内容の論文の点数基準は次の通りとする。 

学会論文点数 

学会誌筆頭著者                                        20 点 

学会誌共著者                        筆頭を含めた著者数で 20 点を除した点数 

                              （ただし、端数が生じた場合には四捨五入する） 

国際誌筆頭著者                    15 点 

国際誌共著者                        筆頭を含めた著者数で 15 点を除した点数 

                              （ただし、端数が生じた場合には四捨五入する） 

関連誌筆頭著者                                       10 点 

関連誌共著者                        筆頭を含めた著者数で 10 点を除した点数 

                              （ただし、端数が生じた場合には四捨五入する） 

著者 

ペインクリニック関連の専門書や教科書の執筆、分担執筆は論文発表と同様に業績と認める。       5点 

ペインクリニック関連の一般書                5点 

 

第 4 条  e ラーニング 

e ラーニングに関する点数基準は次の通りとする。 

一社）日本ペインクリニック学会 e ラーニング受講後、問題正答した場合              3 点 

 

 

備 考 

(1) 学会出席の証明は、会員カードによる登録を行なう。カードによる登録をしなかった場合には、参加証の写

しを提出すること。 

(2) 学会発表はその抄録の写しを提出すること。 

(3) 学術論文はその第 1ページ目の写しを提出すること。 

  

附 則 

1 本基準の改訂は、一社)日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医制度規則に従う。 

2 本基準は 2022 年 7 月 10 日より施行する。 
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